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新「遠野市」経営改革大綱 
 

平成18年２月22日 

遠   野   市 

 

はじめに 

 

 旧遠野市と旧宮守村は、恵まれた自然、歴史や文化、地理的に一体性を有し、広域行政

の共同運営などの密接な連携を背景に、地方分権がもつ自己決定、自己責任の原則に基づ

いた地域の特性を一層活かしたまちづくりを進めるため、平成17年10月１日に合併し、遠

野市として新たな歴史のスタートを切りました。 

 

 遠野市のまちづくりの目標は、「２つの個性が融合し、躍動する、新しい遠野郷の創造」

を基本理念に、「永遠の日本のふるさと」を市民とともに創造することです。市民との直

接対話と現場重視に力点を置いて、「公平・公正・公開」を基本にまちづくりを進めます。 

 

 国の財政は、依然として厳しい状況にあります。国は、三位一体改革を実現するため、

従来どおり歳出改革路線を堅持し、従来にも増して歳出全般にわたる徹底した見直しを行

い、歳出の抑制と所管を越えた予算配分を重点的に効率的に行うという厳しい姿勢で予算

編成に臨みました。 

 

国は、地方に対して、地方交付税総額を抑制するなど地方財政計画の規模縮小を図り、

国の方針と歩調を合わせた厳しい財政運営を求めています。そんな中で、今後の地方自治

体は市民の負担と選択に基づいた各々の地域にふさわしい公共サービスを提供する分権

型社会システムへの転換が求められています。 

 

岩手県にあっては、県財政が危機的状況にあることを鑑み、「岩手県行財政構造改革プ

ログラム」を策定し、自立した地域社会の形成を目指す財政再建策を打ち出し、人件費抑

制、事務事業の見直し、県単独補助金負担金の廃止縮減などに取り組んでおり、遠野市に

あっても影響が見込まれます。 
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このことから、遠野市もまた、国県と同様厳しい財政状況にあります。しかし、遠野市

は、新市のスタートに期待を膨らませてきた市民に応えるために、これまで取り組んでき

た行政改革をさらに発展させ、新しい視点にたって、公共サービスの維持向上に努め、安

心安全の地域づくりを進め、遠野市の将来像である「永遠の日本のふるさと」の実現に向

けて、今までの行政システムについて全般的に見直しを行い、新たな行政システムの構築

に取り組みます。 

 

このことを踏まえ、遠野市は、これまで取り組んできた様々な形での行政改革に留まら

ず、民間的手法を積極的に取り入れ、市民との協働による経営改革を進めるため、ここに

経営改革大綱を定めます。 

 

第１ 経営改革の視点 

 (1) これまでの取組 

旧遠野市は、「躍動感にあふれ、物語が息づく永遠のふるさと 遠野」の実現のた

め、「第２期遠野市行政改革大綱」を定め、また、旧宮守村は、「地方分権の時代に対

応した行財政運営のために」を基本理念に「第３次宮守村行政改革大綱」を定め、そ

れぞれ行政改革に取り組み、一定の成果をあげてきました。 

   特にも、旧遠野市では、健全財政５ヵ年計画の策定、バランスシートの作成・公表、

財源確保のため横断的に取り組んだ収納対策プロジェクトチームの取り組みは、財政

の健全化に大きな成果をあげました。 

地域活性化の起爆剤として、新たな仕掛け、仕組みとしての総合産業振興センター、

農業活性化本部の組織化、特区構想、地域再生計画の策定は、新しい遠野市のまちづ

くりに向けて確実な基盤を築きました。 

市民センター・地区センターを拠点する地域活動は、市民の参画を進め、市民と行

政を繋ぐ太いパイプとして市政運営に欠かせない重要な役割を担っております。 

市民の生の声を直接聞くということで始めた「市長と語ろう会」、「市政モニター制

度」で出された意見は、貴重な意見として、新たな施策の展開に多いに参考になりま

した。 

職員の意識改革の手法として取り組んできた情報共有の場としての早朝庁議、政策

決定の場としての政策会議では、徹底した議論を重ね、課題解決に迅速に対応してき

ました。 

旧宮守村においても、行政改革大綱に基づいて策定した実施計画により、申請手続きに

あっては押印を廃止するなどの事務処理を簡素化したところであり、「千年の森づくり連

絡協議会」を組織し、地域づくり連絡協議会、地域の自治会の体系化を図り、地域づくり

の支援体制を確立するなど、住民の主体的な参加の確保に取り組むなど事務事業の見直し

を行いました。 
また、分掌事務のバランスを随時見直すとともに、短期的な事務の増加については、柔

軟な職員配置を行うなどして効率的な組織づくりに取り組みました。 
人件費の抑制にあっては、55歳昇給停止の完全実施、管理職手当や期末勤勉手当の削減、
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通勤手当や特殊勤務手当などの抜本的な見直しを行うなどさまざまな取り組みを行って

きました。 
このように、遠野市には、新たな行政システムを構築する土壌が既に出来上がって

います。 

 (2) 策定の考え方 

全国的にＮＰＯ活動等の活発化など公共的サービスの提供は市民自らが担うとい

う認識が広がりつつあります。遠野市においても、これまで行政が主として提供して

きた公共サービスについて、今後は、地域において市民団体をはじめＮＰＯや企業等

の多様な主体が提供する仕組みを整えていく必要があります。これからは、地域の

様々な力を結集し、市民と行政が協働し、地域づくりに取り組むよう進めてまいりま

す。 

  以上を踏まえて、行政改革の一層の推進、市民と行政の協働という観点から、市民

の目線に立って分かりやすく、簡素で効率的でスピーディーに対応できる、市民の積極的

な参画による、新たな行政システムを構築し、心のこもった市民福祉の増進、個性的で

活き活きとした元気な地域を創るための経営改革を進め、遠野市の将来像である「永遠

の日本のふるさと」を実現してまいります。 

国地方を取り巻く行財政の状況は依然として厳しい状況にあり、国では「地方公共

団体における行政改革の推進のための新たな指針（平成17年３月29日付け総務省。以

下「指針」という。）」を示し、より一層積極的な行政改革の推進に努めるよう助言し

ています。 

岩手県においても指針に基づいて、「集中改革プランの公表に関するヒアリング調

書（平成17年８月23日付け市町村第 492号）」を作成し、集中改革プランの公表と進

捗状況について、フォローアップすることにしています。 

   この趣旨を踏まえ、遠野市経営改革大綱は、市民への公表に際して、他団体との比

較が可能な内容となるよう策定するとともに、社会経済情勢の変化等を踏まえて、適

宜見直しを行ってまいります。 

 

 

新たな行政システムの構築

「永遠の日本のふるさと」の実現

行政改革の推進 市民と行政の協働
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第２ 目標 

   社会経済情勢の変化に柔軟かつ機動的に対応し、最小の経費で最大の効果を上げる

という行政運営の基本原則に立ち、心のこもった市民サービスの向上と個性的で活力

ある地域社会を築き、「永遠の日本のふるさと」を目指します。 

 

第３ キャッチフレーズ 

   市民と築く ふるさと遠野 
 

第４ 組織 

   遠野市経営改革大綱、集中改革プラン等を策定、見直し等は、次の組織で行います。 

(1) 遠野市経営改革推進本部（構成員 本部長（市長）、副本部長（助役）、本部員（市

長及び助役を除く庁議構成員。事務局 総務部総務課） 

(2) 遠野市総合計画審議会（事務局 政策企画室） 

(3) (仮称)遠野市地域経営懇話会（事務局 政策企画室） 

(4) (仮称)遠野市教育有識者懇談会（事務局 政策企画室） 

(5) 遠野市経営改革プロジェクトチーム（事務局 総務部総務課） 

(6) 遠野市権限・事務移譲推進研究会（事務局 総務部総務課） 

 

第５ 遠野市経営改革大綱の内容 

 (1) 期  間 平成18年度～22年度 

 (2) 重点項目 

① 計画的なまちづくりを進めるための財政基盤の強化 

② 市民と行政が一緒に取り組むまちづくり 

  ③ 行政サービスの質の確保を目的とした事務事業等の見直し 

  ④ 行政ニーズに迅速・的確に対応できる組織の編成及び事務処理等の見直し 

⑤ 時代の変化に則した的確な対応 

  ⑥ 遠野市職員の人材育成等 

  ⑦ 公正の確保と透明性の向上 

 

第６ 具体的方策 

 

方策１ 計画的なまちづくりを進めるための財政基盤の強化 

(1) 歳入確保、経費の節減合理化等 

ア 三位一体の改革における税源移譲の進展や税負担の公正確保の必要性等を踏ま

え、地方税の徴収率の一層の向上に積極的に取り組みます。 

イ その他の収入等についても、受益者負担の適正化や収納率の向上等に努めるなど

自主財源の確保に努めます。 
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ウ 合併協議会での協議結果を尊重しながらも、速やかに公共料金等の不均一な制度

を見直すとともに、将来の遠野市に必要な財源確保のあり方について協議検討し、

適正な財源確保に努めます。 

エ 財政状況を分析した上で、事務・事業の見直しを行い、歳出全般の効率化と財源

配分の重点化に努めます。 

オ 財政の健全化のための計画を策定し、財政構造の改善に努めます。（健全財政５

ヵ年計画の策定） 

カ 財政状況が総合的に把握できるような資料（例 歳入歳出の状況、各種の財政指

標、バランスシート、行政コスト計算書等）を作成します。 

 (2) 補助金等の整理合理化 

ア 団体等に対する補助金等については、行政としての対応の必要性、費用対効果、

経費負担のあり方等について検証し、整理合理化を推進します。 

イ 終期の設定やＰＤＣＡサイクルに則った見直しを行い、計画的に廃止・縮減しま

す。 

 

※ ＰＤＣＡサイクル：典型的なマネジメントサイクルの1つで、計画（plan）、実行（do）、評価（check）、

改善（act）のプロセスを順に実施し、最後の改善を次の計画に結び付け、ら

せん状に品質の維持・向上や継続的な業務改善活動などを推進するマネジメン

ト手法を言います。 

 

 (3) 公共工事のコスト縮減等 

ア 公共工事については、地域の実情等も勘案しつつ、積極的にコストの縮減に努めま

す。 

イ 公共工事の入札・契約に対する市民の信頼を確保するため、公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るた

めの措置に関する指針」（平成13年３月９日閣議決定）により、公共工事の入札・

契約について、情報の公開をはじめとする更なる適正化に資する取組を進めます。 

 (4) 遊休資産の利活用 

新たな雇用機会の創出、起業家の育成、Iターン、Jターンによる転入者に対する支
援を行うため、遠野市が所有している遊休資産の有効な利活用について検討します。 
また、利活用の計画のない遊休資産については、財源確保の観点から、処分するこ

とも検討します。 
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　歳入確保、経費の節減合理化

①　地方税の徴収率の向上
②　受益者負担の適正化
③　不均一制度の見直し
④　事務・事業の見直し
⑤　健全財政５ヵ年計画の策定
⑥　バランスシート等の作成

　補助金等の整理合理化
①　必要性、費用対効果、経費負担のあり方等の検証
②　終期の設定
③　ＰＤＣＡサイクルに則った見直し

　公共工事のコスト縮減等
①　コストの縮減
②　入札・契約について情報公開をはじめとする適正化

　遊休資産の利活用
①　有効な利活用の検討
②　処分の検討

 
 

 

方策２ 市民と行政が一緒に取り組むまちづくり 

地域の課題やニーズに対応するため、これまで取り組んできた「市長と語ろう会」や

「市政モニター」を引き続き実施するとともに、簡素で効率的な行政を実現する観点か

ら、「みんなで考え支えあう新遠野郷」をキーワードに、市民や市民が参加する団体な

ど多様な主体が防災、環境、福祉などの公共的サービスの提供ができる市民協働（※）

等によるまちづくりを推進します。 

 (1) 市民協働によるまちづくり 

   市民協働によるまちづくりについて取り組むための指針を策定し、地域活動への支

援・連携・協力を進め、市民と行政が、そして、地域づくり団体、ボランティア、Ｎ

ＰＯ、企業などの各主体がお互いにそれぞれの特性に応じた役割を担い、知恵を出し

合い、力を合わせて、地域課題の解決に取り組んでまいります。 
  ア 地域づくり団体のリーダーの育成及び地域活動への支援・連携・協力 

市民センター・地区センター機能が充実し、地域活動に取り組むリーダーや団体

の体制が整っていることから、この体制をさらに充実させて、地域づくりに取り組

んでまいります。 

また、地域づくり団体が主体的に取り組めるよう支援するとともに、積極的に連

携・協力を図ってまいります。 

  イ 地域社会、学校現場と行政が一体となった地域課題の取組 

地球の温暖化対策、ごみの減量化、環境に配慮した循環型社会の実現等の環境問

題や次世代を担う遠野の子ども達の健全育成、児童生徒の減少傾向に対応した学校

再編、地産地消を見据えた学校給食事業の見直し等の教育問題、地域の安心安全の

確保等の地域課題について、地域社会、学校現場及び行政が一体となって取り組ん

でまいります。 

 

※ 市民協働：「市民と協働するまちづくり」のことで、市民と行政が各々協力しあってまちづくりを

進めることを言います。 
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 (2) 民間委託等の推進 

総務事務や定型的業務を含めた事務・事業全般について、民間の手法を積極的に取

り入れることによる民間委託や臨時的任用の活用等（以下「民間委託等」という。）

を次のとおり推進します。 

ア 事務・事業全般について、民間委託等のあり方の検討を進めます。 

イ 管理委託している公の施設の管理については、平成18年９月の指定管理者制度へ

の移行期限までに、指定管理者への指定を含めた管理のあり方について検証します。 

ウ 事業の実施にあっては、ＰＦＩによる手法を調査検討し、事業について想定され

るリスクをできる限り明確化し、遠野市、ＰＦＩ事業者、金融機関等の間での適切

なリスク分担、事業の安定性の確保に留意します。 

 (3) 第三セクター等の見直し 

  第三セクター及び財政支援団体にあっては、各団体の事業内容、経営状況、公的支

援等の状況を分析し、外部の有識者の意見、行政評価の視点を踏まえて、統廃合、民

間譲渡、完全民営化を含めた既存法人の見直しや、給与及び役職員数の見直し、組織

機構のスリム化等、更なる経営改革を積極的に進めるよう指導してまいります。 

  経営状況が深刻であると判断される場合には、問題を先送りすることなく、経営悪

化の原因を検証し、債権者等の関係者とも十分協議しつつ、抜本的な経営改善策の検

討を行うよう指導してまいります。その上で、経営の改善が極めて困難と判断される

ものについては、法的整理を実施するよう指導します。 

 

市民の主体的
な活動

市民と行政
の協働

市民活動・参画

市民・行政の協働の関係

　　　　　　　　　　行　政

支援･連携

　情報公開・説明責任

 

 
 
方策３ 行政サービスの質の確保を目的とした事務事業等の見直し 

 (1) 事務事業等の見直し 

限られた財源の中で新たな行政課題や複雑多様化する行政ニーズに的確に対応し

ていくため、各種事務事業について、行政関与の必要性、受益と負担の公平の確保、

行政効率、効果を十分検討し、事務事業評価制度をさらに進め、再編・整理、廃止・

統合の見直しを行います。 
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さらに、市民の高度化、多様化する行政需要や新たな行政課題を的確に把握し、実

施すべき施策の重点選別を図ると共に、行政サービスの提供や施策の実施にあたって

は、行政サービスの品質を確保しつつ、組織の横断的な調整のもと、事務事業の総合

的な実施を図ります。 

 (2) 事業会計の経営健全化 

事業会計（国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）、ケーブルテレビ事業特別

会計、浄化槽事業特別会計、宮守町簡易水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会

計、下水道事業特別会計、水道事業会計）について、計画性・透明性の高い経営を推

進するため、中期経営計画の策定、業績評価の実施、供給しているサービスについて

の検証を行います。 

 (3) 事務事業等の見直しにあっては、ＰＦＩ事業、民間委託等の民間的経営手法の導入

について検討します。 

 

事務事業の見直し 事業会計

再編・整理
廃止・統合

経営健全化

　　・事務事業評価制度の導入
　　・ＰＦＩ事業、民間委託等の

 

 

 

方策４ 行政ニーズに迅速・的確に対応できる組織の編成及び事務処理等の見直し 

(1) 組織の編成にあっては、少子・高齢化等社会等の社会情勢の変化及び新たな行政ニー

ズの発生に即応した政策目標に基づいて、総合的・効果的・効率的に展開できる組織とし

て、政策、施策、事務・事業のまとまりや地域などに対応した組織を編成し、その組

織名は、市民から見て責任・権限の所在がわかりやすいものにします。 

 (2) 市民ニーズへの迅速な対応やスピーディーな意思決定・対応の観点から、個々の職

員の責任と権限及び政策形成過程を明らかにして、現行の諸手続きの手法を見直すと

ともに諸規程の見直しを行います。 
 

行政ニーズへの迅速・的確な対応のために

政策、施策、事務・事業のまとまり
や地域などに対応した組織の編成

　・手続きの手法の見直し
　・規程の見直し
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方策５ 時代の変化に則した的確な対応 

 (1) 岩手県からの権限・事務移譲の推進 

地方公共団体の自主性・自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を

目指す地方分権改革が進むなか、地方が住民自治、団体自治を確立するためには、住

民に最も身近な基礎的自治体である市町村中心の行政に転換していくことが重要と

なっています。岩手県の広域行政及び地方振興局の再編を踏まえつつ、市民サービス

の向上や新市まちづくり計画の着実な推進を図るために必要な権限・事務については、

岩手県から財源、人的支援が十分講じられることを前提に、積極的に移譲を受けてま

いります。 

(2) 岩手県の広域行政及び地方振興局の再編に対応 

  遠野地方振興局の行政センターへの再編や将来的な機能縮小を見据え、新市まちづ

くりの着実な推進と行政サービスの効率的な維持向上を図るためには、行政センター

と積極的に連携する必要があります。このことを踏まえ、岩手県と遠野市は、遠野地

区合同庁舎を拠点に、遠野地域の基盤整備を一体的に効率的に進めてまいります。 

 

地方分権改革の推進

遠野市
・　市民サービスの向上
・　新市まちづくり計画の着実な推進

岩手県
・　広域行政の再編
・　地方振興局の再編

権限・事務の移譲

積 極 的 な 連 携

 

 

 

方策６ 遠野市職員の人材育成等 

(1) 人材育成の推進 

旧市村においても、これまでの人材育成基本方針を踏まえ、年度ごとに作成する職

員研修計画により職員の能力アップに努めてきました。特にも、旧遠野市では市主催

の研修会の開催、岩手県市長会研修に派遣、さらには国、県及び市内の三セク等に派

遣や人事交流を行いました。旧宮守村では、地方振興局との人事交流や岩手県町村会

が主催する各種研修への派遣、村主催の研修会の開催、釜石広域圏の研修会に派遣を

行うなど、人材の育成に努めてまいりました。 

これからも、新市まちづくり計画の実現のためには、職員のマンパワーは欠かせな

いことから、職員の資質のレベルアップを図るため、人事管理、職場や仕事の推進プ

ロセスの改善等を行う総合的な人材育成の観点に立って、人材育成に関する基本方針

を策定します。 
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また、人事評価システムの構築に取り組み、能力や業績を適正に評価した上で、適

材適所の人事配置を推進します。 

(2) 人件費改革 

 ア 職員数の総枠抑制 

   職員の定数は、社会経済情勢の変化等を踏まえ、対応すべき行政需要の範囲、施

策の内容及び手法を改めて見直しながら、次の点に留意して、定員管理計画を策定

し、職員数の抑制に取り組みます。 

  (ｱ) 事務・事業の整理、組織の合理化、職員の適正配置に努めるとともに、積極的

な民間委託等の推進、臨時的任用の活用、ＩＣＴ（情報通信技術）化の推進、市

民協働などを通じて、職員数の抑制に取り組みます。 

   (ｲ) 合併に伴う定員管理や組織編成については、予算・人事管理等の総務管理業務

や計画策定等の企画関連業務など同一又は類似の事務・事業の統合や、旅費・給

与等に関する定型的事務の集約化、臨時的任用の活用などにより、事務・事業の

抜本的な見直しを計画的に行い、職員数の抑制に取り組みます。 

イ 給与改定と手当等の見直し 

国家公務員や県の給与改定の趣旨や遠野市・宮守村合併協議会での協議内容を踏

まえて、給与改定を行うとともに高齢層職員の昇給抑制、特殊勤務手当の見直し等

に取り組みます。 

 (3) 福利厚生事業の見直し 

職員に対する福利厚生事業については、点検・見直しを行います。 

 (4) 職場環境の見直し 

事務事業の円滑な推進に、職員の能力を十分に発揮できるような職場環境を整備す

るため、遠野市職員安全衛生委員会を充実させます。また、同一職場内の職員同士が

情報を共有し、生き生きとした元気のある職場づくりを目指します。  

 
 

遠野市職員の人材育成等

市民サービスの向上 事務事業の効率化 健全財政の推進
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方策７ 公正の確保と透明性の向上 

行政の透明性を確保し、信頼性の向上を図り市民と行政との信頼関係を強化するため、

これまでどおり説明責任を果たしながら、情報公開を進め、次のとおり市民と情報を共

有します。 

(1) 個人情報の保護に充分配慮し、市民等が理解しやすいような工夫を講じながら市政

情報を開示、提供します。 

(2) 遠野テレビ及びインターネットをはじめとするＩＣＴの活用等による広報広聴機

能の強化に努めます。 

(3) 政策形成過程において、市民がこれまで以上に参画できる仕組を検討します。 

 

公正の確保・透明性の向上

説明責任・情報公開

①　個人情報の保護
②　広報広聴機能の強化
③　政策形成過程での市民参画の仕組みの検討

 

 

 

 

第７ 経営改革の取り組みの流れ 

経営改革に関する協議の流れは、遠野市経営改革プロジェクトチーム（以下「プロ

ジェクトチーム」という。）で素案を協議し、その結果を遠野市経営改革推進本部（以

下「本部」という。）に報告、本部において、プロジェクトチームの結果を審議、遠

野市としての経営改革に関する事項についての方向性を確認します。 

本部での確認した内容を遠野市総合計画審議会、(仮称)遠野市地域経営懇話会、遠

野市市政モニター等において意見等をいただき、最終的な決定は、本部が行います。 


